
令和５年度
雲南広域連合指定事業所集団指導

令和６年３月

雲南広域連合 介護保険課
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本日の流れ
1. 令和６年度介護保険制度改正の主な事項について

2. 令和６年度介護保険報酬改定の主な事項について

令和６年度介護報酬改定の概要

１）全サービス共通事項

２）地域密着型サービス共通事項

３）各サービスの改正事項

3. 雲南広域連合からの周知事項について
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１．令和６年度介護保険制度改正の主な事項について

１）第１号介護保険料の見直し

２）地域包括支援センターの体制整備

３）入所施設サービスにおける利用者負担の見直し

４）一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入

※見送られた事項

複合型サービスの新設、介護サービス利用者負担の２割対象者の拡大、要介護１，２の総合事業
への移行、ケアプランの有料化…
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１）第１号介護保険料の見直し

介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、今後の介護給付費の増加を見据え、１号被保険者間での
所得再分配機能を強化する （標準段階の多段階化、高所得者の標準乗率の引上げ、低所得者の標準乗率の
引下げ等）ことで、低所得者の保険料上昇の抑制を図ることとされました。

国の標準段階が９段階から１３段階に
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第９期計画（令和６年度～令和８年度）での変更点

所得段階の見直し

国の制度改正にならい、所得段階を現行の１０段階から１３段階に見直し、住民税非
課税世帯（第１～第３段階）の保険料率を引き下げることで、低所得者の保険料上昇の
抑制を図ります。

基準月額保険料（第5段階）の変更

５，９００円から６，０００円に変更します。

参考）雲南地域での第１号介護保険料の見直し

６５歳以上の方の介護保険料は介護保険事業計画に定めることとなっており、計画策定に合わせて３年
に一度見直しを行います。

【参考】
県内平均：６，４３２円
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参考）所得段階別の介護保険料

第8期計画（令和3年度～令和5年度）

第9期計画（令和6年度～令和8年度）
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2）地域包括支援センターの体制整備
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①多床室の室料負担について

施設の生活の場としての機能等を踏まえ、一部の介護老人保健施設・介護医療院の多床室の室料が利用
者負担になります。（令和7年8月改正）

対象施設：介護老人保健施設（療養型）、介護医療院（Ⅱ型）※いずれも８㎡／人以上

⇒ 月額8千円相当の負担増

②基準費用額（居住費）について

近年の物価対応等を勘案し、入所施設の基準費用額の居住費が６０円／日引き上げられます。

（令和６年８月改正）

３）入所施設サービスにおける利用者負担の見直し

入所施設サービス利用時の居住費・食費は、原則自
己負担であり、実際の費用負担は、国が定める基準
費用額等を目安に入所施設と利用者との契約によ
り決定されます。

【低所得者への負担軽減措置】
①については、利用者負担第1～第3段階の方、②については、利用者負担第1段階の方に
ついては、補足給付により利用者負担が増えないようにします。



４）一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入
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